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平成30年12月定例会で決まったこと	 P１	～	P ２
５人の議員が町政を問う町政を問う（一般質問）	 P３	～	P ５
議会のうごき	 P６
生涯学習施設（公民館+図書館）建設場所が決まる！	

 

30
年
度

補
正
予
算

町
20
％
の
負
担
割
合
の
た
め
、

10
％
の
自
己
負
担
が
基
本
。

園
芸
施
設
共
済
へ
の
加
入
や

耐
用
年
数
の
点
か
ら
、
例
と

し
て
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
で
は
10

年
間
の
営
農
継
続
が
要
件
。

問　
ふ
る
さ
と
太
子
応
援
基

金
寄
付
金
の
状
況
は
。

答　
今
年
度
、
現
在
ま
で
75

件
、
７
１
４
万
円
の
寄
付
金

が
あ
っ
た
。

●
一
般
会
計

質
　
疑

問　
職
員
人
件
費
の
減
額
で
、

採
用
減
の
人
数
、
配
置
が
予

定
さ
れ
て
い
た
部
署
は
。

答　
５
名
の
採
用
予
定
だ
っ

た
が
、
土
木
職
１
名
の
採
用

が
な
く
、
社
会
福
祉
士
の
４

月
採
用
予
定
が
10
月
採
用
に

な
っ
た
こ
と
で
減
額
が
生
じ

た
。
社
会
福
祉
士
は
子
育
て

支
援
課
、
土
木
職
は
地
域
整

備
課
等
に
予
定
し
て
い
た
。

問　
農
業
用
施
設
等
復
旧
支

援
事
業
の
自
己
負
担
、
補
助

要
件
は
。

答　
撤
去
費
用
の
負
担
は
な

い
が
、
再
建
に
は
共
済
加
入

の
場
合
は
国
50
％
、府
20
％
、

　

第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
５
日
に
招
集
さ
れ
、
12
月

19
日
ま
で
の
15
日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

今
定
例
会
で
は
、
30
年
度
補
正
予
算
を
は
じ
め
、
条
例
改
正
な
ど
に
つ
い

て
審
議
さ
れ
、
す
べ
て
の
議
案
を
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一
般
質
問
に
は
、

５
人
の
議
員
が
登
壇
し
、
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

12
月
定
例
会
　主
に
こ
ん
な
こ
と
を
決
め
ま
し
た

会　計　名 補　正　額 補正後の総額

一  般  会  計 9712万7千円 50億2323万7千円

介 護 保 険 78万9千円 12億3918万2千円

ふるさと納税を知らせる町のホームページ
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さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
。

答　
条
例
で
は
府
内
統
一
保

険
料
に
公
費
に
よ
る
激
変
緩

和
を
反
映
さ
せ
た
標
準
保
険

料
率
を
本
町
の
保
険
料
率
と

す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

標
準
保
険
料
は
府
内
統
一
基

準
に
基
づ
い
た
賦
課
方
式
や

賦
課
割
合
で
算
定
さ
れ
、
府

か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

た
め
、
条
例
に
規
定
し
て
い

な
い
。

問　
国
保
被
保
険
者
の
職
種

の
構
成
は
。

答　
平
成
30
年
４
月
１
日

現
在
の
世
帯
主
の
職
種
別
構

成
は
、
給
与
所
得
者
23
％
、

自
営
業
者
14
％
、
農
業
所
得

者
１
・
７
％
、
年
金
・
そ
の

他
所
得
者
38
％
、
そ
れ
以
外

の
所
得
の
な
い
方
で
23
％
。

問　
来
年
度
の
本
町
保
険
料

の
傾
向
は
。

答　
保
険
料
率
は
上
が
っ
て

い
く
傾
向
に
あ
る
と
見
込
ま

れ
る
が
、
本
町
の
保
険
料
率

の
決
定
に
あ
っ
て
は
、
激
変

緩
和
に
よ
り
保
険
料
が
極
端

に
上
昇
し
な
い
よ
う
に
配
慮

す
る
。

各議員の審議結果　○賛成　●反対　― 議長

問　
電
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変

更
内
容
は
。

答　
住
民
基
本
台
帳
法
の
改

正
に
伴
い
、
女
性
活
躍
を
中

核
と
位
置
づ
け
た
具
体
的
な

取
組
と
し
て
、
国
が
住
民
票

の
写
し
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
等
に
、
希
望
す
る
方

を
対
象
に
旧
姓
の
併
記
が
で

き
る
よ
う
に
改
正
し
た
こ
と

に
併
せ
た
変
更
。

条
例
改
正

●
議
会
の
議
員
の
議
員
報

酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関

す
る
条
例
等
中
改
正

●
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
中
改
正

※ 

関
連
す
る
議
案
の
た
め
一

括
し
て
審
議
を
行
い
ま
し

た
。

【
内
容
】
平
成
30
年
人
事
院

勧
告
に
伴
う
改
正
。

質
　
疑

問　
報
酬
審
議
会
は
直
近
で

い
つ
行
わ
れ
た
の
か
。
町
長

の
退
職
金
も
審
議
す
る
の

か
。

答　
平
成
15
年
度
、
特
別
職

の
報
酬
改
正
に
つ
い
て
審
議

が
行
わ
れ
た
。
特
別
職
や
議

員
等
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て

の
審
議
会
な
の
で
、
退
職
金

は
対
象
外
。

問　
職
員
へ
改
正
内
容
の
周

知
は
。

答　
人
事
院
勧
告
は
報
道
等

で
知
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
本

会
議
で
議
決
を
頂
い
た
後
に

周
知
す
る
予
定
。

●
災
害
に
よ
る
被
災
者
に

対
す
る
町
税
の
減
免
に
関

す
る
条
例
中
改
正

【
内
容
】
地
方
税
法
の
条
ず

れ
に
伴
う
整
備
。配
偶
者（
控

除
対
象
配
偶
者
）
を
同
一
生

計
配
偶
者
に
文
言
を
改
め

る
。

質
　
疑

問　
同
一
生
計
配
偶
者
と

は
。
中
身
も
変
わ
る
の
か
。

答　
同
一
生
計
配
偶
者
は
、

所
得
が
38
万
円
、
年
収
が 

１
０
３
万
円
以
下
の
人
が
全

額
配
偶
者
控
除
の
適
用
と
な

る
。
控
除
対
象
配
偶
者
は
同

一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
、
納

税
者
（
仮
に
夫
）
の
所
得
が

１
千
万
円
、
収
入
１
２
２
０

万
円
以
下
が
該
当
す
る
。

問　
台
風
21
号
で
被
災
証
明

を
受
け
た
人
で
、
対
象
に
な

る
人
は
い
る
の
か
。

答　
被
災
証
明
を
37
件
交
付

し
て
い
る
が
、
民
間
の
保
険

を
受
け
る
た
め
の
も
の
で
、

減
免
の
対
象
と
な
る
人
は
い

な
い
。

●
国
民
健
康
保
険
条
例
中

改
正

【
内
容
】
大
阪
府
国
保
運
営

方
針
に
基
づ
き
、
激
変
緩
和

措
置
６
年
間
で
府
内
統
一
基

準
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ

る
。
本
町
と
し
て
の
統
一
基

準
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
基
づ

き
、
改
正
を
行
う
。

質
　
疑

問　
保
険
料
率
の
賦
課
割
合

や
賦
課
方
式
が
条
例
に
規
定

件　　　　　名

審
議
結
果

羽
山　

茂
男

森
田　

忠
彦

辻
本　
　

馨

村
井　

浩
二

阪
口　
　

寛

西
田
い
く
子

寺
町　

幸
雄

山
田　
　

強

田
中　

祐
二

建
石　

良
明

中
村　

直
幸

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等中改正の
件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

一般職の職員の給与に関する条例中改正の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

災害による被災者に対する町税の減免に関する条例中改正の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

国民健康保険条例中改正の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

30年度一般会計補正予算（第４号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

30年度介護保険特別会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

第４回定例会　審議結果一覧表
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問　
本
来
、
住
民
と
と
も

に
町
お
こ
し
の
起
爆
剤
と

な
る
べ
き
日
本
遺
産
だ
が
、

活
動
が
見
え
に
く
い
。
活

動
の
進
捗
状
況
、
今
後
の

展
望
を
問
う
。

答　
実
行
委
員
会
の
日
本

遺
産
魅
力
発
信
推
進
事
業

と
し
て
、
街
道
を
つ
な
ぐ

周
遊
バ
ス
を
運
行
す
る
企

画
を
実
施
。
映
像
制
作
、

魅
力
調
査
・
活
用
業
務
、

ホ
ー
ムペ
ー
ジ
、
イ
メ
ー
ジ
ソ

ン
グ
制
作
、
街
道
表
示
板

設
置
工
事
を
実
施
。
平
成

30
年
度
は
、
外
国
人
旅
行

者
向
け
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
制

作
、
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・

子
ど
も
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

作
成
、
ガ
イ
ド
の
育
成
、

新
聞
紙
面
へ
の
広
告
出
稿

及
び
首
都
圏
で
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
開
催
、
多
言
語
に

対
応
し
た
統
一
デ
ザ
イ
ン

の
街
道
表
示
板
設
置
工
事

を
進
め
て
お
り
、
平
成
31

年
度
は
、
現
在
、
事
業
案

を
策
定
中
。
本
町
独
自
の

事
業
と
し
て
、
広
報
太
子

に
連
載
記
事
を
掲
載
。
来

訪
者
を
迎
え
る
た
め
、
竹

内
街
道
交
流
館
を
開
館
。

竹
内
街
道
灯
路
祭
り
に

は
、
近
鉄
南
大
阪
線
の
車

内
に
ス
テ
ッ
カ
ー
広
告
を
阿

部
野
橋
駅
構
内
に
ポ
ス

タ
ー
を
掲
出
し
、
町
内
外

の
方
に
情
報
発
信
を
し
た
。

風
情
あ
る
た
た
ず
ま
い
を

後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
、

竹
内
街
道
周
辺
の
景
観
計

画
策
定
を
調
整
中
。
空
家

を
利
用
し
た
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
ま
ち
づ
く
り
に
取
組
む
。

古
民
家
を
活
用
し
た
町
屋

カ
フェの
誘
致
、
飲
食
店
や

休
憩
所
の
不
足
の
解
消
に

取
組
む
。

Ｑ
本
町
の
有
害
鳥
獣

被
害
に
つ
い
て

問　

行
政
は
農
家
側
に

立
っ
た
対
応
を
し
て
い
る

が
、
農
家
の
不
満
と
行
政

の
対
応
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
田
畑

の
耕
作
意
欲
が
減
退
し
、

耕
作
地
放
棄
が
進
む
懸
念

が
あ
る
。
更
な
る
補
助
制

度
の
見
直
し
を
。

答　

農
地
の
踏
み
荒
ら
し

や
農
作
物
の
食
い
荒
ら
し

な
ど
の
被
害
実
態
を
認
識

し
て
い
る
。
現
時
点
で
、

確
実
に
有
害
鳥
獣
を
駆
除

で
き
る
決
め
手
は
見
つ
か
ら

な
い
。
ま
ず
は
従
来
通
り

の
、
捕
獲
檻
、
電
気
柵
な

ど
の
基
本
的
、
確
実
な
仕

方
を
継
続
し
た
い
。
今
後

は
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
資

材
購
入
に
係
る
補
助
金
の

見
直
し
を
検
討
す
る
。

要
望
　
農
業
は
本
町
の
基

幹
産
業
。
耕
作
意
欲
が
減

退
し
な
い
よ
う
農
家
保
護

対
策
を
要
望
す
る
。

山
田　
強 

議
員

日
本
遺
産
認
定
後
の

　
　
　
　
　
活
動
状
況
に
つ
い
て

竹
内
街
道
大
道
筋

大
道
旧
山
本
家
住
宅
前

12月定例会の一般質問

日本遺産認定後の活動状況について………………………………………………………… P３
本町の有害鳥獣被害について………………………………………………………………… P３
二上山の整備について………………………………………………………………………… P４
道路の整備について  ………………………………………………………………………… P４
放課後児童会について………………………………………………………………………… P４
地域公共交通とまちづくりを一体に………………………………………………………… P５
「太子町東」交差点北西部の土地活用は…………………………………………………… P５
災害に強いまちづくりを……………………………………………………………………… P５
幼児教育・保育無償化について……………………………………………………………… P５

この記事については、質問者においてまとめたものです。
５人の議員が登壇

一般質問質問者においてまとめたものです （3）



問　
二
上
山
に
は
国
指
定

の
文
化
財
が
あ
る
が
、
標

示
板
も
周
辺
も
荒
れ
放

題
。
主
権
者
た
る
住
民
に

よ
る
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
。

文
化
財
の
保
存
と
整
備
な

ど
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え

る
の
か
。

答　
二
上
山
に
は
、
岩
屋

と
鹿
谷
寺
跡
の
２
カ
所
の

国
指
定
の
史
跡
が
あ
る
。

共
に
昭
和
23
年
の
１
月
に

文
化
財
保
護
法
第
１
０
９

条
に
基
づ
き
、
史
跡
指
定

さ
れ
て
い
る
。
同
法
第
１
１

３
条
で
は
文
化
庁
長
官
が

地
方
公
共
団
体
を
指
定

し
、
史
跡
の
保
存
の
為
に

必
要
な
管
理
、
復
旧
を
行

わ
せ
る
こ
と
、
同
じ
く
同

法
第
１
１
５
条
第
１
項
に

は
、
指
定
を
受
け
た
地
方

公
共
団
体
は
文
部
科
学
省

の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、

史
跡
の
管
理
に
必
要
な
標

識
、
説
明
板
、
境
界
標
、

囲
い
他
、
設
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
同
法
第
１
２
５
条

第
１
項
に
は
、
史
跡
に
関

し
、
そ
の
現
状
を
変
更
し

又
は
そ
の
保
存
に
影
響
を

及
ぼ
す
行
為
を
し
よ
う
と

す
る
時
は
文
化
庁
長
官
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。

　

本
町
で
は
、
岩
屋
、
鹿

谷
寺
跡
の
管
理
者
と
し
て

指
定
を
受
け
、
日
常
の
維

持
管
理
を
行
っ
て
お
り
、

本
町
の
行
う
こ
と
の
で
き

る
管
理
行
為
は
、
通
常
の

草
刈
り
や
、
枝
払
い
等
の

軽
微
な
維
持
管
理
で
あ
っ

て
、
史
跡
内
に
お
け
る
フェ

ン
ス
等
や
史
跡
を
補
修
す

る
よ
う
な
行
為
に
つい
て
は

大
阪
府
と
の
協
議
、
も
し

く
は
、
場
合
に
よって
は
文

化
庁
長
官
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
制

限
さ
れ
た
中
で
の
維
持
管

理
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
る
。

　

今
後
は
、
更
に
施
設
等

の
改
修
を
含
め
て
史
跡
の

保
存
方
法
等
に
つい
て
、
ま

ず
は
大
阪
府
の
所
管
部
局

と
協
議
を
行
う
等
し
て
、

検
討
又
は
要
望
を
行
っ
て

参
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ
道
路
の
整
備
に
つ

い
て

問　

町
内
の
道
路
の
状
況

は
。
マ
ン
ホ
ー
ル
な
ど
の
隅

な
ど
経
年
な
ど
で
凹
な
ど

が
で
き
て
い
る
所
の
補
修
や

安
全
面
な
ど
の
対
策
と
取

り
組
み
を
尋
ね
る
。

答　
日
々
の
業
務
に
お
い
て

も
町
内
に
出
る
際
は
、
町

道
の
点
検
を
兼
ね
た
パ
ト

ロ
ー
ル
を
行
っ
て
い
る
他
、

住
民
の
皆
様
か
ら
通
報
を

頂
い
た
場
合
は
、
で
き
る

限
り
速
や
か
な
対
応
に
努

め
て
お
り
、
今
年
度
は
12

月
現
在
で
修
繕
対
象
箇
所

16
件
の
う
ち
13
件
に
つ
い

て
、
対
応
済
み
と
な
って
い

る
。
ま
た
、
歩
道
に
つい
て

も
今
後
計
画
的
な
補
修
を

行
う
べ
く
、
現
在
、
修
繕

必
要
箇
所
の
把
握
を
行
っ

て
お
り
、
今
後
も
安
全
で

快
適
な
道
路
環
境
の
整
備

に
努
め
る
。

辻
本　
馨 

議
員

二
上
山
の
整
備
に
つ
い
て

森
田　
忠
彦 

議
員

放
課
後
児
童
会
に
つ
い
て

問　
先
日
の
新
聞
記
事
で
、

「
小
１
の
壁
」
に
つ
い
て
掲

載
が
あ
っ
た
。
太
子
町
の

放
課
後
児
童
会
に
お
い
て

「
小
１
の
壁
」
は
存
在
す
る

の
か
。「
放
課
後
児
童
会

の
利
用
者
数
の
状
況
」「
来

年
度
以
降
の
待
機
児
童
の

有
無
」
そ
の
他
「
施
設
の

建
築
年
次
、
構
造
、
階
層
、

面
積
、
地
震
を
は
じ
め
と

す
る
災
害
対
策
」
に
つい
て

と
、
放
課
後
児
童
会
保
護

者
会
か
ら
「
耐
震
対
策
」

に
つい
て
要
望
が
出
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
町

と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
対
応
し
て
き
た
の

か
。
ま
た
、
今
後
の
耐
震

対
策
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て
問
う
。

答　

現
在
の
利
用
者
数

は
、
山
田
教
室
が
39
名
、

磯
長
教
室
が
１
１
０
名
、

平
成
31
年
度
の
見
込
者
数

は
、
そ
れ
ぞ
れ
34
名
及
び

１
２
２
名
程
度
で
、
今
年

度
及
び
来
年
度
に
お
い
て

待
機
児
童
は
な
い
。
ま
た

施
設
の
状
況
に
つい
て
、
山

田
教
室
は
、
昭
和
49
年
12

月
建
築
の
鉄
筋
コン
ク
リ
ー

ト
造
。
磯
長
教
室
は
、
昭

和
41
年
７
月
建
築
の
鉄
骨

造
。耐
震
診
断
に
つい
て
は
、

山
田
教
室
は
新
基
準
に
適

合
。磯
長
教
室
に
つい
て
は
、

耐
震
改
修
促
進
法
に
お
い

て
、
診
断
対
象
施
設
に
該

当
し
な
い
た
め
耐
震
診
断

は
未
実
施
。
尚
、
災
害
対

策
は
、
定
期
的
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

講
習
会
及
び
避
難
訓
練
を

実
施
し
て
い
る
。

　

町
で
は
検
討
を
要
す
る

課
題
と
し
て
捉
え
、
施
設

の
移
転
に
関
し
、
教
育
委

員
会
部
局
と
の
協
議
に
お

い
て
磯
長
小
学
校
の
空
き

教
室
の
時
期
、
場
所
等
の

把
握
を
行
う
。
ま
た
、
新

築
に
関
し
て
は
、
建
築
場

所
、
規
模
、
構
造
、
経
費

及
び
財
源
の
確
保
な
ど
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
て
い
た
と

こ
ろ
、
平
成
30
年
度
に
再

度
の
要
望
書
が
提
出
。
保

護
者
会
説
明
会
で
、「
将

来
の
施
設
で
は
な
く
、
現

在
の
施
設
の
安
全
性
を
最

優
先
に
考
え
て
、
ま
ず
早

急
な
安
全
対
策
の
確
保
を

要
望
し
ま
す
」
と
い
う
意

見
を
い
た
だ
き
、
磯
長
教

室
の
耐
震
対
策
に
つい
て
当

該
施
設
の
耐
震
診
断
を
速

や
か
に
実
施
し
、
診
断
結

果
に
よ
り
、
耐
震
補
強
な

ど
的
確
な
対
応
に
取
り
組

む
と
回
答
し
、
迅
速
に
対

応
を
図
って
い
く
こ
と
と
し

た
。
今
後
の
具
体
的
な
ス

ケ
ジ
ュー
ル
は
、
ま
ず
は
耐

震
診
断
の
予
算
措
置
を

し
、
今
年
度
末
ま
で
に
は

診
断
結
果
が
確
定
す
る
予

定
。
そ
の
結
果
に
よ
り
、

現
行
施
設
の
継
続
使
用
、

耐
震
補
強
工
事
、
新
築
、

移
転
等
そ
の
他
の
対
策
に
つ

い
て
検
討
し
、
速
や
か
に

報
告
及
び
説
明
を
す
る
予

定
で
あ
る
。

要
望
　
今
後
も
保
護
者
会

の
要
望
を
真
摯
に
受
け
止

め
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
って

の
対
応
を
。
さ
ら
に
放
課

後
児
童
会
事
業
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
部
局
へ
の
組

織
の
見
直
し
に
つい
て
提
案

す
る
。

一般質問 質問者においてまとめたものです（4）



問　
基
幹
交
通
、
支
線
交

通
の
考
え
方
は
。

　

今
、
無
料
で
走
って
い
る

高
齢
者
の
外
出
支
援
の
乗

り
合
い
ワ
ゴ
ン
や
福
祉
セ
ン

タ
ー
に
行
く
た
め
の
社
協
の

バス
等
、
福
祉
施
策
と
し
て

の
移
動
手
段
は
今
後
も
守

ら
れ
る
の
か
。

答　
基
幹
交
通
は
、
鉄
道

駅
、
役
場
を
つ
な
ぐ
路
線
バ

ス
を
設
定
す
る
と
共
に
、

生
活
利
便
施
設
を
つ
な
ぐ

な
ど
新
た
な
路
線
の
強
化

と
し
て
検
討
。
支
線
交
通

は
、
畑
及
び
山
田
地
域
の

一
部
、
公
共
交
通
空
白
・

不
便
地
域
と
基
幹
交
通
を

つ
な
ぐ
補
助
的
な
交
通
を

検
討
。
予
約
型
乗
り
合
い

ワ
ゴン
、総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

バス
の
再
編
を
前
提
に
、
鉄

道
・
路
線
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー

を
含
め
、
利
便
性
と
効
率

性
の
両
方
を
考
慮
し
た
地

域
公
共
交
通
を
実
現
す
る
。

　

地
域
公
共
交
通
は
、
地

域
を
活
性
化
す
る
施
策
。

福
祉
施
策
は
、
機
会
均
等

の
主
旨
か
ら
自
由
に
移
動

で
き
な
い
人
々
に
交
通
手

段
を
ど
の
よ
う
に
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
が
主

な
目
的
。
介
護
タ
ク
シ
ー

の
助
成
等
を
含
め
た
形
で

移
動
支
援
や
サ
ー
ビ
ス
の
確

保
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

要
望　

地
域
公
共
交
通
を

ま
ち
づ
く
り
の
要
と
し
て

位
置
づ
け
て
、
住
民
の
意

見
を
十
分
に
く
み
取
っ
て

実
証
運
行
に
取
り
組
む
こ

と
を
強
く
要
望
。

Ｑ「
太
子
町
東
」交
差

点
北
西
部
の
土
地
活

用
は

問　
「
太
子
町
東
」交
差
点

北
西
部
の
土
地
は
、
今
後

ど
う
活
用
す
る
の
か
。
草

刈
り
の
予
算
、
草
刈
り
の

時
期
、
全
面
積
、
坪
数
は
。

答　
草
刈
り
業
務
委
託
料

と
し
て
１
８
０
万
円
を
計

上
、
年
明
け
に
は
作
業
に

入
る
予
定
。
土
地
面
積
は
、

公
簿
で
１
万
２
４
３
８
㎡
、

坪
数
で
３
７
６
９
坪
。
草

刈
り
後
は
、
隣
接
の
土
地

所
有
者
の
方
々
と
立
ち
会

い
を
行
い
、
土
地
の
現
状
を

把
握
し
、
維
持
管
理
を
行

う
。
第
５
次
総
合
計
画
や

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
土
地
利
用
方
針
と
の
整

合
性
を
図
り
、
議
会
と
も

相
談
、
協
議
し
な
が
ら
、

当
面
は
造
成
費
等
の
経
費

が
か
か
ら
な
い
よ
う
な
土

地
利
用
方
策
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。

要
望
　
庁
内
で
の
話
し
合

い
の
経
過
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
今
後
の
土
地
活

用
に
つい
て
は
、
議
会
だ
け

で
な
く
、
住
民
の
皆
さ
ん

に
も
広
く
示
し
て
頂
く
こ

と
を
求
め
る
。

西
田
い
く
子 

議
員

地
域
公
共
交
通
と

　
　
ま
ち
づ
く
り
を
一
体
に

問　
自
然
災
害
が
多
発
し

て
い
る
が
、
防
災
・
減
災

対
策
と
し
て
、
公
共
施
設

等
の
耐
震
化
、
交
通
イ
ン

フ
ラ
、
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
耐

震
化
・
老
朽
化
対
策
は
。

避
難
所
に
も
な
る
体
育
館

の
空
調
整
備
は
、
国
の
補

助
金
を
活
用
で
き
な
い
か
。

　

住
宅
の
耐
震
化
は
補
助

制
度
も
あ
る
が
、
活
用
さ

れ
、
耐
震
化
は
進
ん
で
い
る

の
か
。

　

対
策
本
部
の
役
割
と
関

電
な
ど
民
間
と
の
連
携
は

で
き
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

住
民
への
避
難
情
報
を
ど
の

よ
う
に
発
信
し
て
い
る
の

か
。
防
災
訓
練
は
高
齢
化

に
対
応
で
き
て
い
る
の
か
。

答　
福
祉
施
設
や
学
校
施

設
等
は
耐
震
化
率
１
０
０ 

％
だ
が
、
地
区
集
会
所
は

昭
和
56
年
以
前
の
も
の
が

３
棟
あ
る
。
空
調
は
今
後

の
課
題
。
橋
梁
、
道
路
な

ど
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
、
上
下

水
道
の
生
活
イ
ン
フ
ラ
は
計

画
を
策
定
し
、
順
次
進
め

た
い
。

　

住
宅
の
耐
震
化
は
、
平

成
17
年
以
来
、診
断
30
件
、

耐
震
設
計
２
件
、
耐
震
改

修
４
件
の
補
助
実
績
で
、

耐
震
性
が
不
十
分
な
も
の

が
約
５
０
０
戸
程
度
存
在

す
る
。
耐
震
診
断
の
結
果
、

強
度
不
足
と
な
っ
た
場
合

の
除
去
費
用
の
補
助
制
度

を
検
討
し
て
い
る
。

　

災
害
対
策
本
部
は
、「
太

子
町
地
域
防
災
計
画
」
に

基
づ
い
て
対
応
し
、
災
害

対
応
に
即
し
た
各
種
訓
練

も
実
施
し
た
い
。
発
災
に

向
け
て
、
各
行
政
機
関
、

電
力
会
社
等
と
も
関
係
強

化
を
図
って
い
る
。

　

災
害
発
生
時
に
速
や
か

に
正
確
な
情
報
を
伝
達
す

る
た
め
、
防
災
ガ
イ
ド
マッ

プ
の
全
戸
配
布
な
ど
そ
の

都
度
の
周
知
、
自
主
防
災

組
織
の
育
成
の
中
で
、
各

種
防
災
情
報
に
対
す
る
理

解
促
進
と
地
域
主
体
の
防

災
対
策
の
充
実
を
図
り
た

い
。

　

町
総
合
防
災
訓
練
の
充

実
と
学
校
と
の
連
携
も
深

め
た
い
。

Ｑ
幼
児
教
育
・
保
育

無
償
化
に
つ
い
て

問　
安
倍
首
相
は
、
消
費

税
10
％
増
税
を
財
源
と
し

て
「
す
べて
の
子
ど
も
た
ち

の
幼
稚
園
や
保
育
園
の
費

用
を
無
償
化
す
る
」
と
公

約
し
た
が
、
11
月
の
内
閣

府
の
方
針
で
は
、
給
食
費

は
無
償
化
の
対
象
外
と
し

た
。
給
食
費
は
、
主
食
は

月
３
０
０
０
円
、
副
食
は

月
４
５
０
０
円
で
、
現
在
、

３
～
５
歳
の
保
育
所
に
通

う
子
ど
も
は
、
主
食
は
実

費
だ
が
副
食
は
保
育
料
に

含
ま
れ
、
幼
稚
園
で
は
主
・

副
食
と
も
実
費
払
い
に
な
っ

て
い
る
。
保
育
所
、
幼
稚

園
と
も
実
費
払
い
に
な
れ

ば
、
低
所
得
世
帯
の
中
に

は
無
償
化
前
よ
り
負
担
が

増
え
る
可
能
性
も
あ
る
。

本
町
独
自
に
、
幼
稚
園
・

保
育
園
の
給
食
費
無
償
化

で
き
な
い
か
。

答　
引
き
続
き
国
の
動
向

を
注
視
し
、
子
育
て
支
援

施
策
は
幅
広
く
検
討
す
る
。

阪
口　
寛 

議
員

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を

新美原太子線からの展望

一般質問質問者においてまとめたものです （5）



　
福
祉
文
教

常
任
委
員
会
視
察

　

12
月
10
日
、
福
祉
文
教

常
任
委
員
会
は
、
放
課
後

児
童
会
保
護
者
会
よ
り
要

望
書
（
特
に
磯
長
教
室
の

早
期
耐
震
対
策
を
要
望
）

が
提
出
さ
れ
た
の
を
受
け
、

全
議
員
参
加
で
、
磯
長
教

室
の
施
設
の
視
察
に
行
き

現
状
を
確
認
し
、
前
向
き

に
取
組
む
よ
う
町
に
求
め

ま
し
た
。

　

平
成
29
年
７
月
10
日
に

第
１
回
『
生
涯
学
習
施
設

建
設
調
査
特
別
委
員
会
』

が
、
開
催
さ
れ
て
以
来
、

議
論
を
重
ね
、
12
月
19
日

第
18
回
の
特
別
委
員
会
で
、

最
終
候
補
地
に
絞
り
込
む

評
価
（
点
数
化
）
を
行
い
、

観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
（
図

③
）
を
建
替
え
て
、
生
涯

学
習
施
設
（
公
民
館+

図

書
館
）
を
建
設
す
る
こ
と

が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

役
場
周
辺
地
区
５
カ
所

に
絞
ら
れ
た
中
で
、
観
光

交
流
セ
ン
タ
ー
建
替
え
に

対
す
る
評
価
は
、

・
役
場
所
有
地
な
の
で
、

諸
手
続
き
に
時
間
を
必
要

と
せ
ず
、
簡
易
。

・
昭
和
52
年
建
設
の
施
設
。

今
回
、
建
替
え
る
こ
と
で
、

役
場
周
辺
の
公
共
施
設
が

全
て
耐
震
化
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ

り
町
が
掲
げ
る
「
安
全
・

安
心
の
ま
ち
づ
く
り
」
に

も
合
致
す
る
。

・
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
と

公
民
館
の
二
つ
の
施
設
を

統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

国
の
事
業
債
及
び
交
付
税

措
置
が
受
け
ら
れ
、
事
業

費
を
低
く
抑
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
完
成
後
、

経
費
削
減
効
果
が
望
め
る
。

・
付
帯
決
議
で
懸
念
さ
れ

て
い
た
工
事
中
の
安
全
確

保
や
駐
車
場
の
確
保
に
つ

い
て
、
一
定
解
決
で
き
る
。

・
完
成
後
も
駐
車
場
に
影

響
が
な
い
。

・
現
図
書
室
の
有
効
利
用

が
で
き
る
。

・
道
路
を
渡
る
こ
と
な
く

庁
舎
、
駐
車
場
、
生
涯
学

習
施
設
が
利
用
で
き
、
使

い
勝
手
が
良
い
。

な
ど
が
、
挙
げ
ら
れ
ま
し

た
。

　
「
一
日
も
早
い
、完
成
を
」

望
ん
だ
『
請
願
書
』
や
「
ふ

た
か
み
の
庭
を
守
っ
て
ほ

し
い
」「
事
業
費
を
抑
え
た

施
設
を
」
な
ど
住
民
の
思

い
に
沿
う
結
果
に
も
つ
な

が
っ
た
こ
と
か
ら
、

　

賛
成
多
数
で
、
生
涯
学

習
施
設
建
設
場
所
が
決
定

し
ま
し
た
。

生涯学習施設（公民館＋図書館）

建設場所が決まる！ 
まちづくり観光交流センター（旧 自然休養村管理センター）で建設

生涯学習施設建設調査特別委員会

旧幼稚園舎を利用した磯長教室を視察

⑤

④

③

①

②

まちづくり
観光交流センター

次の定例会は、
３月に開催されます。
ぜひ、傍聴にお越し
ください。
日程については、ホームページ、
広報無線でお知らせします。

議員の香典・弔電の自粛、挨拶状を廃止しています
　太子町議会では、公職選挙法の趣旨を尊重する立場から、町民
の皆様の弔事に際しまして議員個人の香典等の自粛、挨拶状の廃
止を申し合わせています。皆様方のご理解とご協力をよろしくお
願いします。

報 　 告

議会のうごき
議会のうごき（6）


